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総合事業の概要について
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①予防給付として全国一律で提供されている「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」

は、市が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）へ移行

②介護予防事業についても、一次予防・二次予防事業の区別がなくなり、総合事業へ移行
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H29.4開始
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サービスの類型（典型例）
H29.4開始
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総合事業サービスの利用の流れについて
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相 談 （対象：65歳以上の人）
高齢介護課窓口または地域包括支援センターに相談します。（原則として、利用者本人が窓口で手続きをします。）

要介護認定を受ける

基本チェックリストを受ける
＊生活機能が低下しているか判断します要介護

１～５の人

生活機能の低下がみられた人 自立した生活が送れる人

要支援
１・２の人

非該当
の人

介護保険の

介護サービス
が利用できます。

＊事業対象者となったあとやサービスを利用した後でも、要介護認定を申請することができます。

介護予防サービス
※従来の介護予防サービス

介護予防・生活支援サービス事業

このうち

●介護予防訪問介護
●介護予防通所介護
は、介護予防・生活支援サービス
事業に移行されます。

●訪問型サービス
●通所型サービス
●生活支援サービス など

一般介護予防事業
※すべての高齢者が利用可能

●介護予防普及啓発事業
●地域介護予防活動支援事業

など

「介護予防・日常生活支援総合事業」介護予防給付

総合事業移行後のサービス利用の流れ（H29.4月～）

地域包括支援センター

介護予防サービス計画 介護予防ケアマネジメント

総合事業
のみ利用
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介護予防ケアマネジメントと介護予防支援

◆要介護等認定を受け、結果が要支援１・２の場合

⇒予防給付のサービス（福祉用具貸与、訪問看護など）を

利用していれば、介護予防支援（保険給付）となる。

◆要支援認定を受けていない事業対象者（申請をしていない者や

申請はしたが非該当となった者）又は要支援認定は受けたが介

護予防・生活支援サービス（総合事業）の利用のみの場合

⇒介護予防ケアマネジメント（総合事業）
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「事業対象者」について

次の要件を共に満たす場合に「事業対象者」と記載された

被保険者証や負担割合証（未発行の方の場合）が発行され、

総合事業サービスのみの利用が可能となります。

「事業対象者」となるための要件

①基本チェックリストによる判定により「該当」と判断される。

②介護予防ケアマネジメント依頼届出書を、保険者に提出。
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※「事業対象者」に有効期間の終期はないので、更新手続きは不要です。

※認定の更新申請をせずに、認定有効期間満了日の翌日以降、引き続き総合事業のサービスのみを利用する
ため、「事業対象者」の手続きを行う場合は、認定有効期間満了日の１ヶ月前から満了日までの間に手続き
を行ってください。

※認定申請と「事業対象者」の手続きを同時に行うことは、原則としてできません。また、認定申請中の方
が「事業対象者」の手続きを行うことはできません。

※２号被保険者は、「事業対象者」となることができないので、サービスの利用には認定申請が必要です。

介護保険被保険者証 介護保険負担割合証
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◆総合事業による介護予防ケアマネジメントは、介護予防支援と同様、地域包括支
援センター等がアセスメントを行い、本人の状態や置かれている環境等に応じて、
本人が自立した生活を送ることができるようケアプランを作成するもの。

◆介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施主体

①各地域包括支援センター

②指定居宅介護支援事業所（地域包括支援センターからの委託による）

種類
要支援者

（予防給付のみ）
要支援者

（予防給付＋総合事業）
要支援者

（総合事業のみ）
事業対象者

介護予防ケアマネジメント
（新制度：総合事業）

× × ○ ○

介護予防支援
（給付）

○ ○ × ×

◆予防給付におけるケアマネジメント（指定介護予防支援）は、指定介護
予防支援事業所として、引き続き、地域包括支援センターまたは地域包括
支援センターから委託を受けた指定居宅介護支援事業所が行う。
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現行相当サービスの基本報酬等について
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区分支給限度額について

利用者区分 サービス利用パターン ケアマネジメント 支給限度額（月）

事業対象者 総合事業のみ
（訪問介護と通所介護）

介護予防ケアマネジメント ５，００３単位

要支援１ 給付のみ
（福祉用具貸与等）

介護予防支援 ５，００３単位

給付と総合事業 介護予防支援

総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント

要支援２ 給付のみ 介護予防支援 １０，４７３単位

給付と総合事業 介護予防支援

総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント
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訪問・通所 サービス種類コード等について
№ サービス種

類コード
サービス種類 説明

１ A１ 訪問型サービス（みなし）
（介護予防訪問介護相当サービス）

総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサー
ビス
※国が規定した単位数

２ A２ 訪問型サービス（独自）
（介護予防訪問介護相当サービス）

平成２７年４月１日以降に指定を受けた事業者が請求
する又は市町村が独自に単位数を規定するサービス
※国が規定した単位数を上限に市が規定した単位数
⇒諫早市は、Ａ１と同じ単位数

３ A５ 通所型サービス（みなし）
（介護予防通所介護相当サービス）

総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサー
ビス
※国が規定した単位数

４ A６ 通所型サービス（独自）
（介護予防通所介護相当サービス）

平成２７年４月１日以降に指定を受けた事業者が請求
する又は市町村が独自に単位数を規定するサービス
※国が規定した単位数を上限に市が規定した単位数
⇒諫早市は、独自に単位数を規定

使用しない
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介護予防訪問介護相当サービス 単位・対象者

○対象者：事業対象者・要支援１・要支援２
サービス名称 単位（A1・A２） 対象

訪問型サービス費（Ⅰ） １月につき１，１６８単位 事業対象者・要支援１・要支援２
週１回程度の訪問型サービスが必要とされた者

訪問型サービス費（Ⅱ） １月につき２，３３５単位 事業対象者・要支援１・要支援２
週２回程度の訪問型サービスが必要とされた者

訪問型サービス費（Ⅲ） １月につき３，７０４単位 事業対象者・要支援２
週２回を超える程度の訪問型サービスが必要と
された者

訪問型サービス費
（短時間サービス）

１回につき １６５単位
（月２２回まで）

事業対象者・要支援１・要支援２
２０分未満の訪問型サービスが必要とされた者

※各種加算・減算は予防給付と同一
【請求について】

・国保連に請求する流れは変わりませんが、サービスコードが変更になります。

・移行期間中は、予防給付の方と総合事業の方が混在しますので、ご注意ください。
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介護予防通所介護相当サービス 単位・対象者

○対象者：事業対象者・要支援１・要支援２
サービス名称 単位（A６） 対象

通所型サービス費 １月につき１，６４７単位 事業対象者・要支援１・要支援２
週１回程度の通所型サービスが必要とされた者

通所型サービス費 １月につき３，３７７単位 事業対象者・要支援２
週２回程度の通所型サービスが必要とされた者

通所型サービス費
（短時間サービス）

１回につき ２６５単位
（月上限 １，１５３単位）

事業対象者・要支援１・要支援２
週１回程度の短時間の通所型サービスが必要とさ
れた者

通所型サービス費
（短時間サービス）

１回につき ２７２単位
（月上限 ２，３６４単位）

事業対象者・要支援２
週２回程度の短時間の通所型サービスが必要とさ
れた者

※各種加算・減算は、原則として予防給付と同一

ただし、短時間サービスの同一建物減算は、利用回数に応じたものを新設

※サービスコードＡ６を使用するため、「事業費算定届」の提出の必要あり。
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事業費算定届
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総合事業での請求開始時期
○４月サービス利用分（５月の国保連への請求）から、総合事業での請求開始

○ただし、既に要支援認定を受けている要支援者については、その認定更新まで
予防給付によりサービスを利用【段階的に移行】

サービス ４月請求（３月サービス分） ５月請求～（４月サービス分～）

訪問・通所 予防給付（様式）で請求 総合事業（様式）で請求

有効期間の開始日 平成２９年３月開始 平成２９年４月開始 平成２９年５月開始

更新申請日 平成２９年１・２月 平成２９年２・３月 平成２９年３・４月

新規・区分変更
申請日

平成２９年３月 平成２９年４月 平成２９年５月
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28年度 平成29年度 平成30年度

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

認定有効期間
H29.3.31まで
(更)H29.4.1～

認定有効期間
H29.5.31まで
(更)H29.6.1～

認定有効期間
H30.3.31まで
(更)H30.4.1～

新規で要支援
（H29.6 申請）

更新認定
要介護⇒要支援
(更)H29.6.1～

総合事業への移行開始 移行完了

予防給付

介護給付

総合事業

総合事業

総合事業

総合事業

総合事業予防給付

予防給付
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事業対象者の要介護等認定申請中のサービス利用と費用の関係

認定結果 給付のみ利用 給付と総合事業を利用 総合事業のみ利用

非該当
⇒事業対象者

全額自己負担 給付分：全額自己負担
総合事業分：総合事業より支給 総合事業より支給

要支援 予防給付より
支給

給付分：予防給付より支給
総合事業分：総合事業より支給 総合事業より支給

要介護
（注）

介護給付より
支給

給付分：
【原則】介護給付より支給
【例外】全額自己負担
総合事業分：
【原則】全額自己負担
【例外】介護給付サービスの利用を開
始するまでのサービス提供分は総合事
業より支給

【原則】全額自己負担
【例外】介護給付サービスの利用
を開始するまでのサービス提供分
は総合事業より支給

（注）サービス利用に係る基準日（要介護認定等の申請日、サービス利用開始日、要介護認定等の認定日）
により、総合事業のサービス利用分、給付サービス利用分のどちらかが全額自己負担になる場合もあり得る
ことに留意すること 28



内容（例） 基準日 利用サービス 請求方法

事業
対象者

平成２９年４月１５日に
事業対象者に該当

総合事業
（例）訪問型サービス、通所型
サービスなど

総合事業で請求

要支援
認定申請

平成２９年８月１日に
要支援認定申請

申請日

申請中 認定申請日より介護予防支
援の暫定プランにて給付
サービスを利用開始

利用日 総合事業＋給付サービス
（例）訪問型サービス＋福祉用
具貸与など

総合事業のサービス利用分
⇒総合事業で請求

給付サービス利用分
⇒給付で請求要支援

１・２
平成２９年９月１日に
要支援１・２の認定結果
※認定期間（H29.8.1～）

認定日

【事例１】

総合事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の
暫定プランにより、総合事業と給付サービスの利用を開始した後、要支援認
定が出た場合
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内容（例） 基準日 利用サービス 請求方法

事業
対象者

平成２９年４月１５日に
事業対象者に該当

総合事業
（例）訪問型サービス、通所
型サービスなど

総合事業で請求

要支援
認定申請

平成２９年８月１日に
要支援認定申請

申請日

申請中 認定申請日より介護予防支援
の暫定プランにて給付サービ
スを利用開始

利用日 総合事業＋給付サービ
ス
（例）訪問型サービス＋福祉
用具貸与など

総合事業のサービス利用分
⇒総合事業で請求

給付サービス利用分
⇒全額自己負担非該当

⇒事業対
象者

平成２９年９月１日に
非該当の結果
⇒事業対象者

認定日

【事例２】

総合事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の
暫定プランにより、総合事業と給付サービスの利用を開始した後、非該当が
出た場合
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内容（例） 基準日 利用サービス 請求方法①【原則】 請求方法②【例外】

事業
対象者

平成２９年４月１５日に
事業対象者に該当

総合事業
（例）訪問型サービス、
通所型サービスなど

総合事業で請求 総合事業で請求

要支援
認定申請

平成２９年８月１日に
要支援認定申請

申請日 全額自己負担
※要介護者として取り
扱うため

要介護
１～５

平成２９年９月１日に要
介護１～５の認定結果
※認定期間（H29.8.1～）
※８月中に給付サービス
の利用なし

認定日

平成２９年９月１日から
介護給付サービスの利用
開始

利用日 給付サービス
（例）訪問介護＋福祉
用具貸与など

給付で請求 給付で請求

【事例３】

総合事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、引き続き総合事業のみを利用
していたところ、要介護認定が出たため、その後給付サービスの利用を開始した場合

請求方法①【原則】⇒認定申請日から要介護者として取り扱う
請求方法②【例外】⇒介護給付サービスの利用を開始するまでの間、事業対象者として取り扱う 31



【事例４】

総合事業のみを利用している事業対象者が認定申請を行い、介護予防支援の暫定プ
ランにより総合事業と給付サービスを利用した後、要介護認定が出た場合

内容（例） 基準日 利用サービス 請求方法①【原則】 請求方法②【例外】

事業
対象者

平成２９年４月１５日に
事業対象者に該当

総合事業
（例）訪問型サー
ビス、通所型サー
ビスなど

総合事業で請求 総合事業で請求

要支援
認定申請

平成２９年８月１日に
要支援認定申請

申請日

総合事業のサービ
ス利用分
⇒全額自己負担
※要介護者として取り
扱うため

給付サービス利用
分
⇒給付で請求

申請中 認定申請日より介護予防支援
の暫定プランにて給付サービ
スを利用開始

利用日 総合事業＋給
付サービス
（例）訪問型サー
ビス＋福祉用具貸
与など

総合事業のサービ
ス利用分
⇒総合事業で請求

給付サービス利用
分
⇒全額自己負担
※事業対象者として取り
扱うため

要介護
１～５

平成２９年９月１日に
要介護１～５の認定結果
※認定期間（H29.8.1～）

認定日

請求方法①【原則】⇒認定申請日から要介護者として取り扱う
請求方法②【例外】⇒介護給付サービスの利用を開始するまでの間、事業対象者として取り扱う 32



総合事業に係る事業所の指定について
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総合事業のみなし指定
（改正法の規定）

総合事業への移行にあたって、総合事業に係る規定の施行日前日であ
る平成２７年３月３１日において、介護予防訪問介護、介護予防通所
介護に係る指定介護予防サービスの事業者について、当該施行日にお
いて、総合事業による指定事業者の指定をみなす（改正法附則第１３
条）旨の規定を設け、市町村及び事業者の負担軽減を図っている。

サービス
既存の指定（平成27年3月31日） 附則の規定により指定を受けたものとみなされる

総合事業の指定（以下「みなし指定」という。）

訪問介護
介護予防訪問介護に係る指定介護予
防サービス事業者に係る指定

訪問型サービス（第１号訪問事業）に係る
事業者の指定

通所介護
介護予防通所介護に係る指定介護予
防サービス事業者に係る指定

通所型サービス（第１号通所事業）に係る
事業者の指定

なお、総合事業における介護予防ケアマネジメントについては、原則として市町村の直接
実施または委託で行うこととされているため、みなしによる指定事業者の仕組みを活用す
ることは想定されていない。
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総合事業のみなし指定の有効期間

○諫早市：平成２７年４月から平成３０年３月末日まで

※原則平成２７年４月から平成３０年３月末日までの３年間とされるが、市町村が平成２７年４月
までに有効期間を定めた場合はその定める期間（６年を超えない範囲）とする。

○みなし指定に係る市町村による審査は不要。

※ただし、平成２７年４月以降に新規開設した事業所は、指定申請が必要。

○みなし指定を受けた全事業所について、平成３０年４月（＊）以降も事
業を継続する場合には、市町村から総合事業の指定の更新を受ける必要が
ある。

＊前述のとおり、みなし指定の有効期間を市町村独自に設定した場合には当該期間の満了
日以降

○なお、予防給付から総合事業への移行期間中である平成２７年度から平
成２９年度までの間にあっては、予防給付による指定の効力も残るため、
総合事業の指定と、予防給付による指定の２つの効力が生じる。
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みなし指定の効力の範囲
みなし指定の有効期間中⇒全市町村に効力が及ぶ

有効期間満了後、指定更新した場合⇒各市町村域の範囲内で効力が及ぶ

利用者の保険者 総合事業
実施時期

事業所
所在地

総合事業での請求 みなし指定の有効期
間終了後

諫早市
みなし指定期間
H２７年４月～H３０年３月末
（原則どおり）

H２９年４月 諫早市 H２７年４月～H２９年３月
：予防給付

H２９年４月～H３０年３月
：総合事業※

H30年４月以降も利用者
を受け入れる場合、諫早
市に指定更新申請が必要A市

A市
みなし指定期間（例）
H２７年４月～H３０年３月末
（原則どおり）

（例）
H２９年４月

諫早市 H２７年４月～H２９年３月
：予防給付

H２９年４月～H３０年３月
：総合事業※

H30年４月以降も利用者
を受け入れる場合、A市
に指定更新申請が必要A市

※諫早市が保険者の場合、認定有効期間の開始年月日がH29.3.31までの要支援者
については、新たな認定有効期間が開始するまでは、予防給付での請求となりま
す（保険者によって、取扱いは異なります。）。
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変更届について
○平成２９年４月１日以降に変更が生じる事項

①契約書

②重要事項説明書

③運営規程⇒諫早市への変更届出必要

④定款（法人の事業として、総合事業の実施について規定され
ていると解釈できない場合）⇒諫早市への変更届出必要

※①②については、諫早市への変更届出は不要

提出期限：原則として、変更があった日から１０日以内

※様式については、後日諫早市ホームページに掲載予定
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変更届の提出先
○変更届は、指定権者へ提出する。

○平成３０年４月以降は、当該事業所のサービスを利用する要支
援者等に他市町村の被保険者がいる場合には、他市町村にも指定
更新申請を行うことから、他市へも変更届を提出する必要がある。

サービス種類 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

総合事業 × 諫早市 諫早市

予防給付 長崎県 長崎県※１ －

介護給付 長崎県※２ 長崎県※２ 長崎県※２

※１ 予防給付の訪問・通所の指定は、平成２９年度（平成３０年３月３１日）で終了

するため、変更届の提出は平成３０年度（平成３０年４月）以降は不要となる。

※２ 利用定員１８人以下の小規模な通所介護事業所は、諫早市に届け出る。
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契約書・重要事項説明書 変更点

総合事業への移行に伴い、一部文言の変更が必要。

①サービスの種類【例】

介護予防訪問介護→「介護保険法に基づく第１号訪問事業」等

介護予防通所介護→「介護保険法に基づく第１号通所事業」等

②介護予防プラン

介護予防サービス及び総合事業の両方で使用する「介護予防サービ
ス・支援計画書」と示す。または、介護予防サービスに基づく計画
書（例：介護予防サービス計画書）及び総合事業に基づく計画書
（例：介護予防ケアマネジメント）ということがわかるように示す。
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みなし指定の基準について

訪問介護（現行相当）

人員 （予防給付の基準を基本）
・管理者※１ 常勤・専従１以上
・訪問介護員等 常勤換算2.5以上
【資格要件：介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】
・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に１人以上※２

【資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、３年以上介護等の業務に従
事した介護職員初任者研修等修了者】
※１ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事
可能。
※２ 一部非常勤職員も可能。

設備 ・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備・備品

運営 ・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・事故発生時の対応
・従事者または従事者であったものの秘密保持
・従業者の清潔保持と健康状態の管理
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等
（現行の基準と同様） ※文書の保存年限は、５年

対象者 要支援者・事業対象者

通所介護（現行相当）

（予防給付の基準を基本）
・管理者※ 常勤・専従１以上
・生活相談員 専従１以上
【資格要件：社会福祉主事等】
・看護職員 専従１以上
・介護職員 ～15人 専従１以上

15人超 利用者１人に
専従0.2以上

（生活相談員・介護職員の１以上は常勤）
・機能訓練指導員 １以上
【資格要件：OT,PT,ST,看護職員,柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師】
※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能。

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上）
・静養室・相談室・事務室
・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・事故発生時の対応
・従事者または従事者であったものの秘密保持
・従業者の清潔保持と健康状態の管理
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等
（現行の基準と同様） ※文書の保存年限は５年

要支援者・事業対象者

みなし指定の基準は、国が示す介護予防訪問介護、介護予防通所介護に相当するサービスの基準と同様。
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介護予防サービス計画と
介護予防ケアマネジメントの届出等について
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介護予防サービス計画と介護予防ケアマネジメント

①認定有効期間の開始年月日がH29.3.31までの要支援者

○予防給付（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）

⇒手続き等に変更なし（介護予防サービス計画）

②認定有効期間の開始年月日がH29.4.1以降の要支援者

○予防給付のみ⇒介護予防サービス計画

○予防給付と総合事業⇒介護予防サービス計画

○総合事業のみ⇒介護予防ケアマネジメント

③基本チェックリストにより事業対象者（H29.4.1以降）

○総合事業⇒介護予防ケアマネジメント
42



区分
居宅サービス計画
作成依頼届出書

介護予防サービス計画作
成（介護予防ケアマネジ
メント）依頼届出書

説明

介護給付（要介護者）
予防給付（要支援者）

× 不要 ○ 必要
居宅介護支援事業所から地域包括
支援センターへケアマネジメント
の実施者を変更

介護給付（要介護者）
総合事業のみ利用

（要支援者・事業対象者）
× 不要 ○ 必要

居宅介護支援事業所から地域包括
支援センターへケアマネジメント
の実施者を変更

予防給付（要支援者）
総合事業のみ利用

（要支援者）
× 不要 × 不要

指定介護予防支援から介護予防ケ
アマネジメントへ移行することと
なるが、ケアマネジメントを実施
する地域包括支援センターが変わ
らないため不要

予防給付（要支援者）
総合事業のみ利用
（事業対象者）

× 不要 ○ 必要
介護予防ケアマネジメント依頼届
出により事業対象者として登録
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介護予防ケアマネジメントの類型とプロセス

H29.4開始

←介護予防支援と
同様のプロセス
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介護予防ケアマネジメント報酬について
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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの
委託について

種類 対象者
委託料
（１件）

初回加算
介護予防小規模多
機能型居宅介護事
業所連携加算

介護予防支援 要支援１・２

未 定

３，０００円 ３，０００円

介護予防ケアマネ
ジメント（A）

要支援１・２
事業対象者

３，０００円 ３，０００円

◆委託料請求書、実績報告書及び給付管理票は、翌月５日までに地
域包括支援センターに提出してください（土日祝日の関係で、前倒
しすることがあります。）
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ケアマネジメント 初回加算の取扱い
初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援、指定介護
予防支援における基準に準じ、下記①②の場合に算定できます。

①新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合

（介護予防ケアマネジメントの実施が終了して２か月以上経過した後
に、介護予防ケアマネジメントを実施する場合）

②要介護認定から要支援認定になる場合、あるいはサービス事業対象
者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合

※総合事業移行前に予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期
間が満了した翌月から、基本チェックリストによる事業対象者として
総合事業のサービスを利用した場合は、総合事業開始月に初回加算の
算定を行うことはできません。
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